
 

 

 

 

平 成 28 年 度 

 

八代市議会議会運営委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件  

 

１．３月定例会の運営について …………………………………………… １ 

１．議長の諮問に関する事項 ……………………………………………… ８ 

１．その他 ………………………………………………………………… ３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 9 年 2 月 2 0 日（月曜日） 



 

－1－

議会運営委員会会議録 

 

平成２９年２月２０日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５６分閉議（実時間１１６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．３月定例会の運営について 

 （１）付議案件 

 （２）市長追加提出予定案件 

 （３）会期の決定 

 （４）その他 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）議会改革について 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  鈴木田 幸 一 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務部長       水 本 和 博 君 

  人事課長      白 川 健 次 君 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 部局外 

 議会事務局長     東 坂   宰 君 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）ただいまから議会運営委員会を開会いた

します。 

                              

◎３月定例会の運営について 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、まず、レ

ジュメのほうをですね、見ていただきまして、

議題の１番目、３月定例会の運営についてを議

題としまして、（１）付議案件の（イ）市長提

出案件４１件について説明を求めます。 

○総務部長（水本和博君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、３月定例会の提出予定議案につい

て御説明を申し上げます。それでは、座って説

明をさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、配付をいたしております提出予定

議案の一覧表のほう、１枚物ございますので、

ごらんをいただきたいと思います。 

 今定例会の提出予定議案でございますが、全

部で４１件でございます。その内訳は、予算議

案が１９件、事件議案が７件、条例議案が１５

件でございます。 

 まず、予算議案の１９件につきまして、岩本

財務部長より御説明をさせていただきます。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部岩本でございます。座りまして説明をさ

せていただきます。 
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 それでは、予算議案の１９件でございます

が、そのうち議案第１号から５号までの５件が

平成２８年度の補正予算、議案第６号から１９

号までの１４件が新年度、平成２９年度の当初

予算でございます。 

 まず、議案第１号の一般会計補正予算額は３

００万円で、内容は、秀岳館高等学校の第８９

回選抜高等学校野球大会甲子園出場に対する補

助を予定いたしております。 

 次に、議案第２号の一般会計補正予算額は１

２億９７２０万円、約１３億円で、主な内容

は、熊本地震関連事業で、被災農業者向け経営

体育成支援事業補助金の追加措置分として３億

３５４２万５０００円、及び国の補正予算に伴

うもので、農業者等が高収益な作物、栽培体系

への転換を図る取り組みに必要な施設整備に対

する補助４億５４２１万３０００円、地方創生

拠点整備交付金を活用した広域交流センターさ

かもと館イベント交流施設整備事業に５２００

万円、そのほか、地方バス路線維持の補助金や

過年度の国県支出金等の精算に伴う超過交付分

の返還金などでございます。 

 また、議案第３号から５号までの補正予算

は、国民健康保険、介護保険及び簡易水道事業

の特別会計で、その補正予算額の合計は１億８

７６４万１０００円、約１億９０００万円。内

容は、過年度の負担金等の実績確定による調整

などでございます。 

 次に、議案第６号から１９号までの平成２９

年度の当初予算１４件でございますが、一般会

計の予算額は６５７億５６５０万円で、前年度

に比べまして５４億３６６６万３０００円、

９.０％の増でございます。増額の主な要因と

しましては、衛生費における環境センター建設

事業によるものなどでございます。 

 また、国民健康保険や後期高齢者医療などの

特別会計１０事業につきましては、その予算額

の合計は３７６億８５４９万８０００円、約３

７６億９０００万円でございます。 

 また、水道、病院、下水道事業の企業会計３

事業の予算合計は７５億１７１１万４０００

円、約７５億２０００万円でございます。 

 また、一般会計、特別会計、企業会計の平成

２９年度当初予算の総額は１１０９億５９１１

万２０００円、約１１０９億６０００万円でご

ざいまして、前年度に比べ５.１％、金額で５

３億７１４５万２０００円の増となっていま

す。 

 以上、予算議案の説明とさせていただきま

す。 

○総務部長（水本和博君） 続きまして、事件

議案と条例議案でございますが、事件議案とし

ましては７件を予定しておりまして、このう

ち、契約の締結についてが２件、専決処分の報

告及び承認についてが２件、市道路線の廃止・

認定について２件、指定管理者の指定について

１件の計７件でございます。 

 事件議案、まず議案第２０号でございます

が、八代市総合体育館天井改修建築工事に係る

契約の締結で、予定価格が１億５０００万円以

上の工事請負契約であることから、議会の議決

をお願いするものでございます。 

 次に、議案第２１号及び第２２号は専決処分

の報告及び承認についてで、いずれも法律の改

正、施行に伴い、勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について専決処分をしたものでご

ざいます。 

 議案第２３号は、八代市環境センター車庫棟

・洗車棟建築工事に係る契約の締結で、予定価

格が１億５０００万円以上の工事請負契約であ

ることから、議会の議決をお願いするものでご

ざいます。 

 議案第２４号及び第２５号の市道路線の廃止

及び認定につきましては、廃止路線が１件並び

に新たな５路線の認定について、道路法の規定

により議会の議決を求めるものでございます。 
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 次に、議案第２６号は、八代市スポーツ・コ

ミュニティ広場など８つのスポーツ施設の指定

管理者を指定するため、地方自治法の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。 

 以上が事件議案７件でございます。 

 次に、条例議案１５件としましては、議案第

２７号、消防団員の報酬額の見直しを行うため

に所要の改正を行うものでございます。 

 議案第２８号は、消防団員の費用弁償につい

て、山岳遭難救助の捜索活動を行う場合の加算

について所要の改正を行うものでございます。 

 議案第２９号は、法律の改正に伴いまして、

個人情報保護条例における引用条項の整理など

を行うものです。 

 議案第３０号は、法律の一部改正により義務

でなくなりました市町村の総合計画基本構想に

つきまして、従前のとおり議決すべき事件とし

て定めるものでございます。 

 次の議案第３１号は、法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、市税条例の所要の改正を

行うものです。 

 議案第３２号は、市が保有する市税等債権の

一連の事務処理について条例を制定するもので

ございます。 

 議案第３３号は、新たな法律の施行などによ

り、建築物に関する手数料について、手数料条

例の所要の改正を行うものです。 

 議案第３４号は、法施行令の一部改正に伴い

まして、介護保険条例の所要の改正を行うもの

でございます。 

 議案第３５号は、泉第八小学校の新たな教職

員住宅設置による使用料を設定するため、教職

員住宅条例の一部改正を行うものです。 

 議案第３６号は、教育委員会にいじめ防止法

に基づく附属機関を設置するため新たに条例を

制定するものでございます。 

 議案第３７号は、八代市立視聴覚ライブリー

の必要性が低下してきたことなどに伴い、廃止

するものでございます。 

 議案第３８号は、法律の一部改正に伴い、工

場立地法地域準則条例における引用条項の整理

を行うものでございます。 

 議案第３９号は、八代市スポーツ・コミュニ

ティ広場の名称変更並びに市民プールの使用料

について新たな使用料を設定するため、体育施

設条例の一部改正を行うものでございます。 

 議案第４０号は、八代市農村運動広場の利用

規定を整備するに当たりまして、農村運動広場

条例の所要の改正を行うものです。 

 議案第４１号・八代市食肉センター条例及び

八代市食肉流通施設条例の廃止につきまして

は、現在、業務を休止しております当該施設を

廃止するためのものでございます。 

 以上が３月定例会の初日に提出を予定してお

ります４１件の議案でございます。よろしくお

願いします。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） 水本総務部長、ちょ

っと確認なんですけれども、条例議案第２８号

・八代市消防団員の定員、任用、服務等に関す

る条例の一部改正についての説明がありました

けれども、その中に費用弁償条例の一部改正と

いうような文言がありましたが、これは２７号

のほうの報告ではないんですか、確認してくだ

さい。２７号と２８号が逆ではないんですか。

大丈夫ですか。 

○総務部長（水本和博君） 議案第２７号にお

きましては、消防団の報酬の部分が２７号のほ

うに出てまいります。２８号におきましては、

報償費の規定の関係が、服務の関係で報償費関

係が２８号のほうに出てまいるということでご

ざいます。 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほどの説明の中で

は、２８号のほうで費用弁償の何か話があった

かと思ったんですけど、よかったですか。私の

間違いですかね。大丈夫ですか。 
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○総務部長（水本和博君） 費用弁償の関係の

一部改正につきましては２８号のほうで出てま

いります。２７号では報酬だけのほうが出てま

いります。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。何と

なく、題目とですね、今の説明のほうがちょっ

と、若干似通ってる部分があったもんですか

ら、間違いではないかというふうに確認でござ

います。間違いないんですね。 

○総務部長（水本和博君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 それでは、説明終わりましたけれども、何か

質疑ございませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なしということでご

ざいますので、次に（ロ）先議案件ございます

か。 

○総務部長（水本和博君） 今回は先議案件と

いたしまして、２件をお願いしたいと思ってお

ります。 

 まず、１件目は、予算議案の議案第１号・平

成２８年度八代市一般会計補正予算・第９号と

事件議案の議案第２０号・契約の締結について

の議案、合わせて２件でございます。 

 まず、議案第１号は、秀岳館高等学校の甲子

園出場に係る補助金で、１月２７日に出場が決

定しまして、その後、開催も間もないというこ

とで、支出に急を要しているということで、先

議でお願いいたしたいものでございます。 

 次に、議案第２０号・八代市総合体育館天井

改修工事に係る契約の締結については、１月２

７日に開札を終えておりまして、各種の競技団

体からの早期復旧再開の要望が強いことから、

一日でも早く工事に着手したいということで、

先議にて議決をお願いするものでございます。 

 以上２件でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま先議２件に

ついて説明がありましたけれども、何か質疑ご

ざいませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、なしとい

うことでございますので、続いて、先議案件２

件についての委員会付託について協議いたしま

す。付託はいかがいたしましょうか。 

○委員（亀田英雄君） 委員会付託でお願いし

ます。 

○委員長（野﨑伸也君） 委員会付託という御

意見が出ておりますけれども。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、お諮りい

たします。先議案件２件については、それぞれ

関係する委員会に付託することといたしたい

が、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、付託表をもとに付託先を決定すること

については、議案の送付がまだであることか

ら、款項別の詳細な内容が未定であります。 

 そこで、付託先については、開会当日の議会

運営委員会開催時に付託表をもとに正式に決定

することといたしたいが、これに御異議ござい

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（ハ）請願・陳情について説明を求め

ます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、

（ハ）陳情・請願について説明いたします。 

 現在、本日付で受理いたしております請願・

陳情につきましては、陳情１件でございます。

八代市国民健康保険及び高齢者はり・きゅう等

施設利用券の存続と拡充についてということで

１件いただいております。 
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 なお、委員会の参考送付分はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明は終わりました

けれども、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次、

（２）市長追加提出予定案件ありませんか。 

○総務部長（水本和博君） 今回、追加提出議

案はございません。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） なしということでご

ざいます。 

 次に、（３）会期の決定について協議いたし

ます。 

 まず、招集日について報告を求めます。 

○総務部長（水本和博君） 招集日についてで

ございますが、２月２７日月曜日午前１０時か

らお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、会期につ

いてお諮りいたします。 

 会期日程につきましては、いかがいたしまし

ょうか。（｢委員長案がありましたら、よろし

く」と呼ぶ者あり）委員長案ということでござ

いましたので、それでは、委員長腹案を事務局

のほうから配付いたします。 

（書記、資料配付） 

○委員長（野﨑伸也君） 念のためにですね、

事務局から説明をいたさせます。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 私のほうか

ら、３月定例会日程の委員長案について説明を

させていただきます。着座にて説明します。 

 お手元の配付日程案のとおりですが、２月の

２７日月曜日１０時、本会議開会となります。

先ほど先議案件についての委員会付託の御決定

をいただきましたが、正式には開会日の議運で

決定されることになりますが、現在のところ、

総務委員会と建設環境委員会が開催される予定

となっております。 

 総務委員会がこちらの第１委員会室、建設環

境委員会が大会議室のほうに設けております第

２委員会室ということで、いずれも本会議休憩

中に同時開催、同時放映の予定になっておりま

す。 

 翌２月２８日火曜日、質疑・一般質問の締め

切りとなっております。午前１０時まででござ

います。 

 翌週の３月６日月曜日から質疑・一般質問の

週となります。 

 ７日のですね、本会議終了後には、議会改革

特別委員会、こちらは継審の手続の予定となっ

ております。 

 ３月１０日金曜日は、質疑・一般質問の予備

日となっております。 

 翌々週、３月１３日月曜日からは委員会の週

となりますが、１３日月曜日、新庁舎建設に関

する特別委員会、１４日火曜日、経済企業委員

会、１５日水曜日、建設環境委員会、１６日木

曜日、文教福祉委員会、１７日金曜日、総務委

員会となります。 

 その後、休会を挟みまして、３月２４日金曜

日１０時から討論・採決というような流れにな

っております。 

 なお、議会運営委員会、全員協議会の開催に

ついては、下の欄に記載のとおりでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、説明ありました

けれども、御意見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、お諮りい

たします。 

 ３月定例会の会期は２月２７日から３月２４

日までの２６日間とすることに御異議ございま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（４）その他の（イ）八代市特別職報

酬等審議会からの答申について、執行部から発

言の申し出がありますので、これを許します。 

○総務部長（水本和博君） それでは、去る１

月１８日に八代市特別職報酬等審議会が開催さ

れまして、その後、答申を市長のほうに提出を

いただいておりますので、答申が終了いたして

おりますので、その内容について御報告をさせ

ていただきます。 

 報告は白川人事課長よりいたさせます。よろ

しくお願いします。 

○人事課長（白川健次君） 皆様、改めまして

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）人事課の白川でございま

す。よろしくお願いいたします。それでは、座

って説明させていただきます。 

 それでは、お手元に資料として答申書の写し

を配らせていただいております。こちらになり

ます。よろしいでしょうか。この答申書の写し

に沿ってですね、御報告をさせていただきま

す。 

 本年１月１８日に市長から審議会に対しまし

て諮問がなされております。金額などを具体的

に提示しないいわゆる白紙諮問でございます。

この１月１８日に審議会を開催いたしまして、

先週２月１３日に審議会会長から市長に対しま

して、答申が行われております。 

 まず、答申の内容でございますが、審議の対

象となります全ての職について、現行どおり据

え置きというものでございます。金額につきま

しては、資料に記載のとおりでございます。 

 次に、審議の経過でございますが、今回の審

議会の中では、まず本市行政運営を取り巻きま

す状況について再確認をいたしております。 

 市町村合併からこれまでの人口の動向や今後

の予測、市税の税収及び地方交付税など歳入に

ついての今後の見通し。 

 また、歳出面では、熊本地震からの復旧復興

に向け、多くの事業に取り組む必要があるとと

もに、大型の市有施設の改築などが喫緊の課題

となっていることや、少子高齢化の進展により

まして社会保障費の更なる増大が見込まれるこ

となどを、一昨年策定されました中期財政計画

などの資料を示しながら、説明をいたしており

ます。 

 あわせまして、熊本地震の影響などを踏まえ

まして、今年度の本市職員の給与は県に準じて

据え置きとしていることを紹介いたしておりま

す。 

 また、社会経済情勢につきましては、委員さ

んから、内閣府から発表されました経済状況に

つきまして、雇用・所得環境などの面で改善が

見られる一方、所得から支出への波及におくれ

が見られるとの分析が報告されております。 

 このような状況を踏まえた上で議論いただい

たところでございますが、委員の皆さんの御意

見としましては、今年度は熊本地震の影響など

による厳しい財政運営等を踏まえれば、報酬等

を引き上げる根拠に乏しく、市民感情を考慮し

ても難しい。 

 また、熊本県内は穏やかな景気回復の状況に

あると言われていますが、本市においては、全

体的に見て、景気がよいとは余り感じないとい

うような御意見が大勢を占めたところでござい

ます。 

 こうした状況分析に加えまして、議員及び特

別職の職務と責任、県内各市や類似団体との比

較などを総合的に勘案した結果として、現行ど

おり据え置きという答申がなされた次第でござ

います。 

 このように、十分審議を尽くしていただいた

結果としての答申と受けとめておりますので、

執行部としましては、今年度は議員報酬の額及

び特別職の給料の額につきましては、改定の提



 

－7－

案は行わない方針でございます。 

 以上、特別職報酬等審議会及び審議会答申に

ついての御報告とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明が終わりました

けれども、何か質疑等ございますか。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、執行部の

ほう、退席のほうをお願いいたします。 

（執行部 退席） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議題の

（ロ）議員の出退確認について、事務局から報

告を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、議

員さん方の出退表示について説明をいたしたい

と思います。 

 議員さん方の招集告示に関する参集通告に関

しましては、震災まで、旧と言いますか本庁の

議会棟におきましては、事務局の執務室前の出

退表示器を使って点灯していただいておりまし

たけれども、ここではですね、そのような設備

もなくて、本会議出席をもって事実上の確認と

している状況にあります。 

 そこで、今回は、今準備いたしました議員出

退表示板を使いまして、招集に応じたこと、す

なわち応招議員の認定を行いたいと思っており

ます。 

 なお、字がですね、幾つか略字になっており

ます。大変申しわけございませんけれども、議

員さん方の御理解と御協力をお願いいたしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

ど、何か質疑等ございませんか。質問ございま

せんか。 

 私からよろしいですか。（｢はい」と呼ぶ者

あり） 

 どこに。 

○議会事務局長（東坂 宰君） エレベーター

あるいは階段を上がられてきたときのですね、

議会事務局、今、議事と総務係とドアがありま

すが、あの間のあたりにですね、掲示をしたい

と思います。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 ほかにございますか。 

○委員（山本幸廣君） 今の出退については、

局長、賛同いたします。御理解いたします。 

 これから、議会棟というのが、これ、何年か

活用するわけでありますので、よろしかれば、

予算計上といいますか、新しい、他市並みので

すね、出退というのは、ランプについてもです

よ、そりゃやっぱし執行部に対してですね、予

算の要求なり、そういう考えは持って取り組ん

でいただきたいと、これはもう私の意見・要望

でありますが、ぜひともそれは委員長お願いし

たいと思います。 

 これをずっと、３年、５年、１０年という形

でですね、なかなか正解というんですか、自分

が出退のところに出さなくて、職員がそこに横

滑りするとかですね、そういうことがあり得

る、――ないと思いますけども、そういうこと

がないようにするためにも、ぜひとも、私の意

見についてはひとつ御配慮していただきたいと

思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

○委員（前垣信三君） 済いません、本庁舎の

ときには自分でボタンを押しとったですが、来

て自分で動かすんですか。そのあたりちょっ

と。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今ちょっと例

を挙げますとですね、ここに議長と副議長がで

すね、出のほうになっておりますけど、通常は

こういう形になっておりますけども、議員さん

おいでになればこういう形にですね、動かして
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いただきたい。お帰りのときにまた退のほうに

戻していただくと。こういう形にしていただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 前垣委員、よろしい

ですか。 

○委員（前垣信三君） はい、結構です。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 今の出退表示板につ

いてはですね、いろいろと議会事務局のほうで

知恵を出していただいてですね、作成いただい

たというような経緯がございます。 

 あと、若干、漢字については、ちょっと申し

わけないというような部分がですね、字体がち

ょっと違ってる部分があるということございま

したので、各代表の皆様方におかれましてはで

すね、各議員の皆さんに、出てこられたときに

はですね、きちんと表示のですね、位置を動か

していただいて、あと、今言いました漢字の件

についてもですね、御理解いただくように申し

述べていただければというふうに思います。 

 よろしいですか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ただいまの件について御異議ござ

いませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。御協力のほど、よろし

くお願いいたします。 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議題の大

きな２番目、議長の諮問に関する事項の（１）

議会改革についてを議題といたします。 

 まず、前回御決定いただきました請願者・陳

情者の意見陳述機会を設ける件につきまして、

申し合わせ事項の６番目、意見陳述者への実費

弁償の項目に関して、議会事務局から説明があ

ります。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、請

願者等がみずから意見陳述を希望した場合の実

費弁償支給について少し説明をさせていただき

たいと思います。着座にて説明いたします。 

 八代市議会における請願・陳情者の意見陳述

についての申し合わせ事項につきましては、前

回の委員会において決定を見たところでござい

ますが、申し合わせ事項中、６番目の意見陳述

者への実費弁償の事項に関しまして、請願者等

がみずから意見陳述を希望した場合は支給しな

いとして、八代市議会等に出頭した選挙人等に

対する実費弁償条例の改正が必要であるとされ

ておりましたが、あくまでも参考人制度を活用

する前提においては、地方自治法第２０７条の

規定に基づき支給しなければならず、支給しな

いとすることはできないとのことでございま

す。これにつきましては、全国市議会議長会に

確認したところでございます。 

 つきましては、請願者等がみずから意見陳述

を希望した場合においても、現行条例に基づく

支給が必要になると思われます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明いただきました

けれども、何か質疑ございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 再三、うちの代表も

含めて、その辺については、根拠法令、条例も

含めて指摘があっとったはずですけど、なぜそ

のような初歩的な確認ができておらぬだったの

か。 

 と、委員長案でぼーんと出てきて、みんなで

もんでくださいっていうのもあったんだけど

も、そもそも、そこら辺は議会事務局がやっぱ

り委員長にも、――参考人制度の弾力的活用し

かあり得ないんじゃないかというのをうちの会

派みんな言うとったわけですよね。なぜそうい

う初歩的な段階のことを今、こないだ決めとっ
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て済いませんという話になるのか。どがんです

か、そこは。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 先日の会議の

中でですね、そのような御決定をいただいてい

たところでございますけども、私どももいろい

ろと調べておったんですけども、最終的なです

ね、確認が漏れてたということでございます。

大変申しわけございません。 

○委員（成松由紀夫君） いやいやいや。 

 あれは委員長案だから、別に議会事務局がア

ドバイスをちゃんと、そういう初歩的な段階で

しとってほしいなという話であって、局長が謝

る話でもなかっですけどね。 

 最初から、案自体にも違和感感じとったし。

要するに、この部分については、参考人制度の

弾力的活用もできるのではないかということの

話で、あり得るのではないかちゅうレベルの話

だったんです、そもそもが。参考人制度で活用

して、どやんなっとならせんか。そのほかには

関係法令なんかなかですよね。これはもう議運

で、以前、何回も視察ば、先進地して、議会基

本条例に絡んだところで学習してきとったわけ

だから。 

 だからそこを、あと議長経験のあられた古嶋

さんとか、議会改革でも橋本さんが慎重になら

れるのは、全国市議会議長会の部分にもしっか

りこの辺は問い合わせしとかないとまずいんじ

ゃないのっていうのをいろんな場面場面で、指

摘が再三なされとるっていうところだけん。 

 そもそも、参考人の活用をうちでは以前１回

だけ例があるけれども、その弾力的運用自体に

も問題ないんすかね、そもそも。どうなんです

か、そこは。（議会事務局長東坂宰君「委員

長」と呼ぶ）委員長はわかんないんですか。委

員長案で大体この件は出てきたわけだから。 

○委員長（野﨑伸也君） まず事務局に聞きま

す。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今お尋ねの件

でございますけれども、参考人制度を活用した

ですね、このような運用というのは、便宜上は

できるものというふうに解釈はしております。 

 ただ、その中におきましてですね、いろんな

全国各自治体でこのような制度を今実行してい

るところがございますけれども、大部分のとこ

ろではですね、議会基本条例に基づきまして、

議会基本条例を制定いたしまして、その中に、

条項としてこのようなところを設けまして、実

行しているのが現状かというふうに思われま

す。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、便宜上っ

ていうところでやったところはありますよだっ

たんですよ、以前確認したときに。で、好まし

くはないという見解も持っておられるんですよ

ね。好ましくはないんですよ、実際問題は。た

だ、どうしても重要案件とか、その時々の委員

長判断で弾力的活用というのを用いらざるを得

ないというところの見解でしょう。 

○議会事務局長（東坂 宰君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） ですよね。だから、

そうなると、それをすんなりいくためには、議

会基本条例が先だと思うとですよ。もう、これ

をどうしてもやっていくんだということでいけ

ば。 

 ただ、我々は、通常の正副委員長の判断でそ

れはいいんじゃないですか、弾力的活用でいい

んじゃないんですかって、いざというときはで

すよ。それで言っとるわけだけん、議会基本条

例がまずは先じゃないのかなと思うんですけ

ど、そこはどうなんですか。そうしないとスム

ーズに運用できないでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 私からよろしいです

か。 

 今、るる局長のほうからも説明していただき

まして、確かに参考人制度をですね、活用して

やっていこうというような話はですね、十分に

前からですね、議会事務局のほうとも打ち合わ
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せをさせていただいて、ずっとやってきたとい

う中で、事務局のほうもですね、一生懸命やっ

ていただいて、いろんな確認もですね、何回も

していただいたというような中であって、前回

はですね、支給しないというようなことでして

いったんですけれども、実際またですね、本当

にこれを決定した暁にですね、なったときに、

じゃあ、どやんふうに運用していくか、どこに

置いていくかっていう話でまた確認作業してい

ただく中で、そういった見解が出てきたという

ことでございますので、ここについてはです

ね、若干の確認不足というのがあったのは、も

う否めないところかなというふうに思います。 

○委員（成松由紀夫君） だから、私が確認し

たいのはね、そういう部分であるならば、もう

強硬だろうが何だろうが採決して決定した部分

について、また、今いろいろああだこうだ言う

気持ちもないし、反対するものでもないけれど

も、議会基本条例を盛り込んだ後に、その後に

運用開始でもいいんじゃないですか、そんなに

急ぐ必要があるんですかっていうところを聞き

たいんですよ。ポイントは。 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、私が答えま

す。 

 急ぐ必要があるんじゃないかなというふうに

思います。というのが、これはですね、先ほど

言われたように、参考人制度の中でですね、活

用、運用しているというような中で、お話もあ

りましたけれども、残念ながらうちのほうでは

議会基本条例がないもんですから、今、検討さ

れてるもんですから、その間にですね、るる、

一生懸命ですね、今、議会改革特別委員会の中

で議論していただいてるというのがありますの

で、そちらのほうはそちらのほうで重視してい

かなきゃならない部分と思います。 

 で、言われたとおり、議会基本条例があっ

て、これをやっていくというのがスムーズな流

れかというふうにも思いましたけれども、そこ

についても議会事務局と、じゃあ、うちはない

けれども、じゃあ、どういうふうに運用してい

けばいいかという話をですね、大分検討した中

で、じゃあ、参考人制度を利用してやりましょ

うよという話に落ちついたということでござい

ます。 

 で、何でこれをしていかなきゃいけないかと

いう話なんですが、市民の皆さんのですね、意

見をですね、広く聞く機会というのがですね、

今まで参考人制度については、若干、私の中で

はですね、足らない部分があったんじゃないか

と。なかなか敷居が高い部分があったんじゃな

いかということがありまして、よその議会でで

すね、こういうことをやられてるというのは、

もちろん皆さん方も知っておられると思います

けれども、そういった確認を、皆さん方の中で

ですね、じゃあ、八代市議会として、議会基本

条例はないけれども、参考人制度を活用して、

じゃあ、どのようにすればできるかというのも

ですね、市民の皆さんに対して、こういう形で

ですね、うちの議会でもできるようになるんで

すということをお示ししたいということで、私

は案として出させていただきました。 

 その中で、いろいろとこの会議の中でです

ね、議運の中でいろいろとけんけんがくがく、

案もですね、いろいろと皆さん方の御意見をも

とにですね、変えさせていただいたとこもあり

ますし、いろいろと議論していただきまして、

何とか成案としてですね、できたかなというふ

うに思ってますので。 

 もちろん、前回のですね、ところでは、御決

定もいただきましたので、広く市民の皆さんが

ですね、八代市議会に対して意見を申せる部分

ということで、このことについてはですね、議

会基本条例制定が筋かもしれませんけれども、

参考人制度を利用して、こちらのほうの活用も

できるというような見解もありますので、私と

しては、これを御決定いただいたというような
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中で、もうすぐにでもですね、やっていければ

というふうに思ってます。 

○委員（成松由紀夫君） 急ぐ必要はないんで

すよね。要するに、法令、条例等の根拠がない

段階で、委員長の思いだけでね、走ってもらっ

ても、根拠がない部分は進められぬわけです

よ。我々そもそも反対しとった部分も、参考人

制度の根拠法令も、あの後ちょっと調べてはみ

たっですけれども、地方自治法第１１５条の２

しかないんですよね。請願・陳情の意見陳述に

関する法令っちゅうのはない。あくまであるの

は、参考人制度の根拠法令１１５の２。これも

結局、真に利害関係を有する者又は学識経験を

有する者から意見を聞くことができるなんです

よ。２も、地方公共団体の事務に関する調査又

は審査のために必要があると認めるときは出頭

を求められるということで、実際、これしかも

う根拠がないでしょう。 

 何で、そういう請願・陳情に意見陳述の法令

なんかが今まで盛り込まれないのかということ

も含めていろいろな見解を尋ねると、やっぱり

政治的プロ市民に悪用される可能性もあると。

それと、やっぱり恣意的にですね、請願・陳情

を議員が出させて、やらせて意見陳述をすると

か、やっぱりいろんな反対の側面もその当時い

ろいろと意見が出た中で、参考人制度っていう

のの根拠法令があるわけですよ。それを、広く

市民の声を、広く市民の声をということで、急

ぐ必要があるのっていうのは、決定されたと言

うても、反対がおった中での――。 

 本来ですよ、そもそも、議運は原則は全会一

致。その中でこれまで私も苦労して案をつくっ

たからっていうことで、強行採決して、数が出

て、いや、通ったけん、決まったろうっていう

話になって。でも、その後、事務方から話が、

済いません、関係法令、根拠法令がありません

でした、済いませんっていう話になれば、もう

議運でですよ、１回、今、議会改革で議会基本

条例の部分をもんでるじゃないですか。だか

ら、その議論の結論を待って、そして議会基本

条例を制定するということになれば、この文言

を、議会基本条例に漏れないように盛り込ん

で、そして運用開始っていうことが私は通常と

思うんだけどですね。 

 そういうふうにやらないと、根拠法令もな

い、何もないというところで、いや、決めたけ

ん決めたけんって、広く市民からとるって言う

ても、さっきから言うように、反対のほうで

は、まだ恣意的プロ市民が悪用するんじゃない

かとか、やっぱり、いろんな御意見もあるわけ

ですよ、市民の中には。だから、そういうこと

を委員長はやはり、両方の意見を吸い上げてい

ただいて、調整してもらって。 

 だから、完全にね、否定するものでもなく

て、参考人制度の根拠法令の活用をしていくこ

としか、今、対応はできないでしょうがと。

で、その部分でも議会基本条例に盛り込んで、

そして運用を開始していくっていう時間は必要

じゃないですかって。それが、熟議であった

り、そういうものであって。何で急ぐ急ぐ急ぐ

と言うのか、その根拠が私にはちょっと理解で

きない。 

○委員長（野﨑伸也君） 根拠は先ほど言いま

したとおり――。 

○委員（成松由紀夫君） いや、だから広く市

民だけじゃ――。だから、いろんな側面がある

んですよと。だから、根拠がないでしょ。根拠

法令がないから、だから、そこを他の自治体に

もない、他の議会でも決めてないようなこと

を、じゃあ先進的にやるんだというところまで

の、これは根拠になり得ない。この運用開始

は。 

 だから、運用開始するのは議会改革の議論を

待って、結果が出て、議会基本条例、じゃあや

りましょうっていうことになれば、そのときは

議運からこういう、そのときは盛り込みますよ
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と。その意見陳述制度については盛り込みます

よっていうところまで議運で決めとって、それ

で遅くないんじゃないですかって言ってるんで

すよ。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、先ほど言いま

したとおり、すぐにでもやりたいという気持ち

があったもんですから提案させていただいたっ

ていうことなんですよ。 

○委員（成松由紀夫君） だから、それは委員

長だけであって。みんなじゃないから。 

○委員長（野﨑伸也君） いやいや。いいです

か、いいですか。待ってください、待ってくだ

さい。 

 みんなで（聴取不能）じゃなくて、ここで大

分熟議してやったわけですから。 

○委員（成松由紀夫君） だけど、反対はいな

かったですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 反対いましたよ。反

対いましたけれども、賛成の意見のほうが多か

ったっていう話なんです。 

○委員（成松由紀夫君） いや、だから、原則

は全会一致だから。 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほど言っておられ

ますとおり、法に照らして根拠がないけんがっ

ていう話はどこにでもある話なんですよ。 

○委員（成松由紀夫君） いや、どこにでもな

いと思うけどね。 

○委員長（野﨑伸也君） で、それが悪いとい

う話でもないし、やってみらんといかぬという

ともあるじゃないですか。 

○委員（成松由紀夫君） いやいやいや、そん

なことは。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、２人の会話じ

ゃなかっだけん、きちんと手ば挙げて話ばせん

ば、おかしかよ。いやいやとか、ああだこうだ

って２人でやりとりする話じゃなかっだけん。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員（亀田英雄君） きちんと会議でしてく

ださい。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

 成松委員、今、私のほうからじゃあ発言をし

ますね。 

 言われたとおり、後からっていうような盛り

込み方もですね、当時、考えもあったんです

よ。議会基本条例ができてから盛り込むってい

う手もあったんですけれども、ただ、それじゃ

ですね、やはり市民の方からですね、意見を申

し述べたいというところもですね、かなりあっ

ておりますので、そういった間口がですね、な

かなか、今、敷居が高いんです、参考人招致だ

けであれば。非常にですね、高いんで。それに

ですね、もう少し弾力的な運用をしましょうね

っていうことでこの案をつくったと。申し合わ

せ事項っていうことですから。 

 前回の会議でもありましたとおり、この申し

合わせ事項がですね、皆さん方、また市民の方

に対していろんなですね、ふぐあいがあった場

合は、逐次、改正していきましょうよというよ

うな意見もありましたもんですから、じゃあ、

それで行きましょうというようなことをです

ね、させていただいたとこなんです。 

 で、いろんな皆さん方のですね、意見を聞き

ましたけれども、なかなかに、賛成の意見のほ

うが多かったというのが現実なんですよね。何

でこれをしないのかっていうような御意見もで

すね、おかしいだろうっていうような御意見も

ありましたもんですから、最終的には前回の会

議の中で決をとったじゃないですけれども、賛

成意見が多かったっていうようなことで、今回

は提案をさせていただいてるということでござ

います。 

 私と、今、成松委員がいろいろとお話をしま

したけれども、これについて何か御意見ござい

ますか。 

○委員（中山諭扶哉君） 先ほど成松委員言わ

れた意見ですね、非常に大事な意見だったろう
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なっていうふうに思いますし、前回の会議の中

でですね、そういう意見、非常にたくさんいた

だいたもんですから、その中で、けんけんがく

がく話をさせていただいたというところがあり

ました。 

 で、最終的には、済いません、ちょっと確認

なんですけど、私、確認したのは、決までとっ

たんじゃなかったかというふうに思います。そ

れで、委員会としての結論を出したんじゃなか

ったかと。確認ですけど、ちょっと委員長よろ

しいですか。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、確認はとりま

した。採決しましたんで。 

○委員（中山諭扶哉君） そうであれば、ちょ

っと、また同じ内容をずうっと今から先繰り返

すのかというのもどうかなというふうに思いま

すし、先ほど言われたように、そこが、足らな

い点があれば、また改正するというような内容

もですね、その中にたしか確認したというふう

に思いますので、進めていただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（増田一喜君） 今言った採決で確認と

ったとかって、したと言うけれども、私は最初

からこういうのは全会一致だということを言っ

てるから、どうもその意見には賛同しかねるん

ですけどですね。 

 そして、今、費用弁償の件ですけど、それを

見直さずして、またそのまま行くっていうこと

ですかね。大体申し合わせちゅうのだから、お

互いがそれを賛成する人は賛成していいし、反

対の人は反対で、何もここに残ってやる必要が

ないんじゃないかなと、そういう私は。 

 だけん、これちゃんと法令とか、そやんと

で、これいいんですか。事務局に尋ねたいんだ

けど。もう参考人制度があるんだし、それを踏

襲するような形でやれば、わざわざこういうの

を、あえて二重になるような取り決めみたいな

のをね、する必要はないと思う。前から言うと

る、それは。委員長が、次の委員長になられる

方に申し送ってやれば済むことじゃないのか

な。議員全部にそれをせろというような、その

ね、する、それも言うんであれば全員が賛成し

て初めて成り立つのじゃないのかと。委員長が

私はそう考えました。賛成が多かったから、そ

れで行きますって、それはちょっと、やり方と

しておかしいんじゃないんすかね。それは案は

出したとしても、賛成が多かろうが、やっぱり

反対がおるという中では全会一致になるように

持っていくのが、これは委員長の役目じゃない

かなと思うんですよ。（｢そのとおり」と呼ぶ

者あり）それをしないで、もめたもめたって―

―。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、よろしい

ですか。増田委員、よろしいですか。（｢まだ

話してるから、委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員（増田一喜君） 数で押し切ってしまう

というのは、やっぱり議会の中では、そりゃ最

終的には採決せないかん部分がありますけれど

も、こういうものは採決するにそぐわないと思

うんですよ。 

 事務局としては、前も全会一致ちゅうね、上

村議員が委員長されてたときには、そういうふ

うな形で、お互いに申し合わせしてやってきた

はずなんですよね。これが、採決ちゅう方法も

あるでしょうけれども、それをあえて採決に向

いていくちゅうことは私はいかがなものかなと

思う。 

 事務局としては、どんななんですかね、それ

は。やっぱり、いいですか。こういう申し合わ

せを決めること自体もそうだし、全国の市議会

議長会なんかでのやっぱり見解もあるし。事務

局は事務局で調べたところの中で、そんな、ど

うなんですか。そこがようわからん。委員長が

こう思ったから、それをっていう、何か押しつ

けみたいな雰囲気になるもんだから、そこがす
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んなり話に入っていけない部分がありますよ。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、よろしい

ですか。（｢事務局に聞いてるんだから」と呼

ぶ者あり）いやいや、事務局には聞かせない。

答えなくていいです、私が答えますんで。（委

員成松由紀夫君「そういう運営はまずいんじゃ

ないんですか」と呼ぶ）いやいや、議会で決め

ることなのに対して、それをですね、（｢決め

たことが間違うとるとたい」と呼ぶ者あり）事

務局に聞くっていうのはまたおかしいです。

（委員成松由紀夫君「だから聞いてるんだか

ら」と呼ぶ） 

 待ってください。私のほうから。（委員山本

幸廣君「決めたほうが間違うとるという発言が

出たばってんが、何で決めたほうが」と呼ぶ）

待ってください。待ってください。（聴取不

能）事務局の発言は――。（委員山本幸廣君

「これは委員会で決めるこっだもん、大体が。

そら賛成も反対もあったい」と呼ぶ）後ほどい

たします。 

 増田委員が言われたように、（発言する者あ

り）慎重にやったというふうに思ってるんです

よね。何回もこれを、案は大分変わったと思う

んですよ。一番当初出した私の案からすれば大

分変わったというふうに思いますよね。いろん

な、増田委員からも言われたところ、古嶋委員

が言われたところについてもやっぱり変えた部

分がありました。そういった部分でですね、大

分配慮をですね、させていただきながら、これ

はつくらせていただいたというふうに思ってま

す。（委員山本幸廣君「そのとおり、そのとお

り」と呼ぶ） 

 あと、法的に参考人制度はあるけれど、請願

・陳情の分についてはないよというようなこと

もですね、議会事務局と話をして、じゃあ、そ

ういったものを申し合わせをつくっとこうやと

いうことでこれをつくらせていただいたという

ようなとこがあります。（委員山本幸廣君「そ

のとおりたい。だから理解した」と呼ぶ） 

 あと、議会運営委員会が全会一致というのが

っていう話がありましたけれども、私たち議会

人としてですね、議場で賛成、反対のですね、

賛否をとってるという中でですよ、そこで生き

てきてるという中で、じゃあ、自分たちの決め

ごとについて、その賛否ができないのかってい

うのは私はやっぱ市民に対してですね、申しわ

けないんじゃないかというふうに思うんです

よ。 

 あわせて、きょうですね、議会運営委員会、

集まっていただいておりますが、この場でです

ね、皆さん方がここに来ていただいてるという

のは、費用弁償が発生してます。いろんな中で

話をしていただくということでですね、費用弁

償発生してます。で、議会改革特別委員会のほ

うではですね、費用弁償発生してないというの

もありますんで、そういったとこも考慮してで

すね、自分たちの議会の中の決めごとについて

賛否をとれないというのは、議会人として私は

ちょっと、それは市民に対する、負託にです

ね、応えてないというふうに思いますんで、そ

ういった発言はですね、ちょっと差し控えてい

ただきたいなと思っています。 

 事務局、今聞かれたことについて、局長、何

か答えられますか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今回の件につ

きましては申し合わせ事項ということでござい

ますのでですね、今おっしゃったように、確か

に基本的にはですね、全会一致、これに勝るも

のは当然ないというふうには思います。そうい

った中でですね、前回の委員会の中で、全会一

致が得られなかったということでですね、賛否

はあったのですけども、そういう中でですね、

決をとられたというのは事実でございますし、

そこに対してですね、私たち事務局から、それ

に対してですね、どれが正しいというのはなか

なか言えないとこであります。ただ、基本的に
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は、申し合わせでであればですね、基本的に

は、先ほど申しましたように、全会一致という

のが基本という、そこまでしか私たちから言え

ません。 

 それから、もう一つ、質問の中にあったよう

に思うんですけれども、法的にどうなのかとい

うのがございました。確かに、参考人につきま

しては、自治法の１１５条の２の第２項にです

ね、参考人制度がございますんで、それは問題

ないんですけども、先ほどの説明でもいたしま

したように、この請願・陳情に関する意見陳述

につきましては、議会基本条例を設定されてや

っていらっしゃるということですね。私がきょ

う冒頭説明いたしましたときに、ちょっと私た

ちも確認不足でですね、ちょっとこういう問題

を引き起こしてしまったわけで、大変申しわけ

ないんですが、そういった中でですね、私から

またこういうお話をするのも大変申しわけない

んですけども、我々議会事務局といたしまして

は、やっぱりある程度、石橋を叩いて渡るとい

う部分もどうしてもございますんでですね、そ

れは議会基本条例なり何なりにですね、そうい

う条項、項目がですね、あったほうが、私たち

は運営は確かにしやすいというのは現実でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、最初の冒

頭の話というとは、希望する人には費用弁償を

払いませんというところの決めごとは決めとる

わけでしょう。でも、それが実は発言した人と

かには皆さん出さんばんという、そういうこと

があったっちゅうことでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） そのとおりです。 

○委員（成松由紀夫君） だから、そういうよ

うな、ちょっと皆さんにいろいろ決めてもらっ

たけども、こういう部分もだめだったので、申

しわけありませんでしたっちゅう話だから、そ

うやって、根拠と裏づけのところがきちっとし

とかないで、これをごりごりごりごり押してい

ってもどうなんですかねっていう。 

 だから、決まったのを、決まっただろうと、

数でちゃんと決めたじゃないか、だからそれは

それで、それを覆そうなんて話を我々はしてな

いわけですよ。それはそれでいいけれども、実

際問題、議会基本条例にうたい込むっていう話

に議運ではしといて、そして、議会改革で基本

条例をやろうっていう話のときに、これは議運

から附帯があっとりますよ、なんですよってい

うことで、それを盛り込んで運用を開始して。

運用開始についてはそれでいいんじゃないんで

すかっていう話を、それだけしよるんですよ。

何も、否定してるように、やるなやるなって言

ってるわけじゃないからですね。そこは誤解の

ないように聞いとってもらわんと。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに意見あります

か。 

○委員（前垣信三君） 議会基本条例をつくる

ことに、非常に難しいことがあるかなと思いま

したら、きょう皆さんのお話を聞くと、基本条

例つくらないかんとおっしゃるから、非常に

（聴取不能）と思うんですね。 

 で、これ確認ですが、先回の委員会のとき

に、議会として参考人を呼ぼうと、そういうこ

とには問題ないと。ただ、請願人、陳情人が、

もしくは意見を述べたいときにどうすればいい

かという扱いだったと思うんですね。で、事務

局にも確認をしましたけれども、特に今はそれ

がないと。だから、委員長さんが、委員長私案

で、基本的には発言をしたい請願者・陳情者に

はその機会を与えようではないかとおっしゃる

のが今回の申し合わせの本来のことかなと思う

んですね。 

 だから、それを参考人ということに当てはめ

るんではなくて、基本的には参考人は議会が呼

ぶ場合は参考人で来ていただくわけですね。こ
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れはちゃんとした条例なりがある。ただ、向こ

うから来たいときにどうするかという話し合い

だったと思うんですよ。で、そんときには、向

こうから来る場合は費用弁償は払いませんよと

いうことで、この前、決着したと思うんです

が。いろいろ調べたら、そういう場合でも費用

弁償は払わないかんということです。そのあた

りは、そこまでちゃんと調べて話をすればよか

ったんでしょうけど、その後、議会事務局で調

査されたらこういうことだと。 

 ですから、非常に大事なことは、費用弁償の

こともそうなんですが、参考人に意見を述べる

機会をやったらどうかと。これが一番大事なこ

の前の話し合いだと思うんですね。ですから、

皆さん方が、採決とったことにはいろいろ議論

はあると思いますが、基本的には、御本人さん

が委員会に来て述べたいという気持ちを尊重し

ようではないかということは、誰もとめること

ではないと思うんですよ。 

 だから、申し合わせでこの前そういった取り

決めをなされたこと、悲しいことですが、採決

をしたことが一つは残りますが、基本的には、

市民の方が意見を述べたいときには門戸を開い

てやろうとおっしゃったのが、この申し合わせ

の趣旨かなと思いますので、そのあたりを含め

てですね、考えていただければと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに御意見ござい

ますか。 

○委員（村上光則君） この件についてはです

ね、もう今までにも大分議論はしてきたと思い

ます。さっき委員長が言われますようにです

ね、もうせからしかごとして私はしてきたとい

うふうに思います。 

 結論的に、自民党も言われますが、全会一

致、全会一致、これはもう私も望みます、それ

は。しかし、全会一致でどうしても決まらぬと

きは、どうしても賛否をとらんとしようなかっ

とですよ。議会ちゅうのは。国会もそやんじゃ

なかですか。じゃあって数で押していくしかし

ようがなかじゃなかですか。これは当然のこと

です、議会は。そら、数の力は政治の力、数の

力で、今言う、言葉で言うじゃないですか。そ

りゃしよんなかっですよ。 

 だから、最終的に決むるときは、そういう結

論は出さんといかぬとだから、全会一致が一番

望ましかですよ。本当は。私もそやん思いま

す。そうばってん決まらんときはやっぱし決を

とらんと決まらん。そりゃあですね、もう議会

人だったらそこは考えてくださいよ。おかしい

ですよ。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） この議運に入れない会

派があるですよね。一人会派、二人会派。こん

だけの議会だったら、多数決も簡単によかと思

います。でも、一人会派、二人会派も巻き込ん

で全体でやっていこうということだから、だか

ら、基本、全会一致となっとったと思うとです

よ。だけん、限りなく１００％に近いほど、原

則的に全会一致でお願いします。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 今言われたとおり

に、市民の皆さんに門戸を開くっていうのもわ

かるんですよ、正論として。であるならば、議

運の議論の中のそもそも論というのは、今、村

川委員がおっしゃったとおりで、そしたら一人

会派、二人会派にももっと門戸を開いてあげな

きゃいけない部分だって出てくるだろうし。 

 やはり、総合的に考えていかぬといかぬ部分

がある。請願と陳情のそもそもの意味合いって

いうのは、やっぱり意見をいろいろ言いたいか

ら、しかし、あたたちは選挙のときに、市民の

代弁ばする代弁ばするって言いなっときに、代

弁ばどこででくっとかって言うたら、請願なら

ば、あたどんが言うてやっとなって言うて請願

に来られる市民の方。陳情の部分だと、なかな

かその方々の願意が言えない部分での、陳情・
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請願、そういう段階的なもんがあっですよね、

請願の色合い、陳情の色合い。 

 で、そういうことば考えていったときに、皆

さん方のおっしゃるのは、もうそういうことを

市民が煩わしくいろいろ考えるんじゃなくて、

もう請願でも陳情でも出してきて意見を言いた

いという人はどんどん発言させたら門戸を開く

じゃないかっていう部分で、確かに切実な問

題、各団体それぞれあると思いますが、その中

でもやはり、もう言うたらですね、何回も何回

も出されてきて、審議未了になっとるようなと

ころでも、毎回毎回聞いていくんですか。極端

な話、もう、１０団体、２０団体というような

ときがあるときに、それも全部、議会事務局は

お伺いたてて、発言されますか、されませんか

っていうようなことをやっていって、本当に大

丈夫なのかなっていうのが我々の意見なんです

よ。 

 だから、さっき前垣委員が言われる部分も門

戸を開いていいでしょう。しかし、今、この議

運の、――そりゃわかってますよ、村上さんが

言われるようにね、決まらんときは数でも決め

るとが民主主義たい。いや、ただ、それは本会

議なり、各常任委員会の部分もあるんだけど、

議運、それと議会改革、庁舎建設もだったと思

うんですけど、原則は一人会派、二人会派も入

れないようなところもある中でですね、特に議

運は大事なとこだから、基本、原則、ここの全

会一致は大事にしていきましょうよっていう話

の流れで、こういうことが出てくると、やっぱ

り、もう一回、しっかり話をしていった中で、

議会基本条例に載せるのがなじむというような

部分であれば、そっちのを待って。 

 何で急ぐ必要があるのかなという。いろいろ

もんできたけん、いろいろ決めたけんじゃなく

て、市民にとっての急ぐ必要のメリットって何

ですか。もうどっかから、言わせてくれ言わせ

てくれって何ありよっとですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 私が発言してよかで

すか。 

○委員（成松由紀夫君） うん。そこは委員長

にお尋ねします。 

○委員長（野﨑伸也君） それはないでしょ

う。ただ、そういった門戸を開きましょうねっ

て。市民に対して、こういった八代市議会は門

戸を開いてるんですっていうお知らせをしたい

っていう話なんですよ。今までなかったでしょ

っていう話なんですよ。 

 これがないから、今まで八代市議会はこうい

うことを決めましたと、請願・陳情でも言いた

い人がおればですね、来てくださいよと、議会

の中で話すことができるんであれば、来てくだ

さいよと、そういった開くというのが一番大事

なんじゃないですかという話で提案をしてるわ

けなんです。 

 あと、ばらまき陳情については、嶋田事務局

次長、ちょっとこないだあったですよね、そこ

に制限をかけてるっていうのが。議論であった

ろう、こないだ。（委員成松由紀夫君「委員

長、ばらまき陳情っていう言い方はどうだろ

う」と呼ぶ） 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 皆さんお持

ちだと思うんですが、最終の委員長案の中にで

すね、目的の中で、１番目の項目ですが、決議

・意見書の提出を求めるものは、対象外とする

ということでですね、いわゆるばらまき陳情と

いうのは、国に対する要望で、意見書の提出を

求めるものが、そのほとんどであるということ

でですね、こちらで縛りをかけたところでござ

います。 

 それともう１点。（｢手続、手続の一番最

初」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 委員会において。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） そうです

ね。意見陳述の対象となるのは、委員会に付託

される請願・陳情等を対象とするもので、参考
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送付されるものについては対象外とするという

ことで、こちらでも制限をかけたところであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

○委員（山本幸廣君） ２点ほどです。 

 今、成松委員の意見の中でもですね、申し合

わせという言葉をですね、これはしっかり受け

とめばいけないんですよ。申し合わせ事項って

いうのはたくさんあると思うんですよ、事務

局、うちの八代市議会で。その申し合わせ事項

というのをですね、これはみんなが理解をし

て、みんなほとんど全会一致という形の中でで

すね、捉えてきたともあるし、また、多数決と

った経緯もあります、その申し合わせ事項。最

終的には本会議で申し合わせ事項というのはす

るわけですけども。 

 そういうことを考えればですね、今の申し合

わせ事項、前回の委員会で申し合わせ事項が結

論を出したと。そのときの、今回の委員会では

成松委員が発言、質疑というのは、そういう意

見が出とるわけですよね、今、成松委員が発言

された意見というのは。そういうのも私は意見

は意見としてですね、これは捉えていくのは当

たり前なんですよ。 

 ただですね、多数決とかの一人会派とかなん

か、これも申し合わせ事項なんですよ。一人会

派なんかは全部申し合わせ事項なんですよ。だ

からこそ、指数を割ってからですね、３人以上

が交渉権を得るとかですね、そしてまた、代表

者会議で必ず代表者会議を、――そのときので

すね、３人以上の交渉会派というのは、大変こ

れも議論がありました、私たちの時代にも。私

が議長してたときも、古嶋委員の議長されたと

きも。議長経験者っていうのは、必ず議長が代

表者会議を開いて、そしてまた、３人にするの

か２人にするのかって、会派交渉というのは。

そこでもやっぱ申し合わせ事項なんですよ、こ

れも。 

 そのかわり、申し合わせ事項の中ではです

ね、一人会派の意見が、――村上委員から出て

ましたけども、一人会派には必ず事務局からき

ょうの申し合わせ事項については報告すると、

そして、また一人会派についてはその意見を述

べることもできるというふうに申し合わせして

るんですよ。 

 だから、それはですね、私たちはもう皆さん

方が理解をしておられるという発言だと思うん

ですけども、それをしっかりして捉えて、今回

の委員長案の申し合わせというのもですね、み

んなで議論をした。けれども、それは完璧じゃ

なかったかもしれない、今、成松委員が発言さ

れる中でたい。それについてはやっぱし意見と

して、これはやっぱり審議の過程として、私、

審議していく必要があると。だから、今そうい

う議論が。それをあんまり興奮状態になってた

い、やってしまったら、元の木阿弥になってい

くんですよ。事務局が悪かっか、委員長が悪か

っか、誰が、委員が悪かっかとかになってくる

わけでしょう。 

 法的には参考人なんか悪くないんです。法的

に参考人制度ってあるわけですから。ただ、

今、成松委員が言われたような、その流れの中

でどこまで縛りをかけるか、どこまでどういう

のを申し合わせするのかということで、前回議

論を何回もしたじゃないですか。そういう中

で、最終的には、そういう判断をしたと。それ

について成松委員が言われる中で、それはそれ

として、意見として、今、議論をしていいわけ

ですけんでから。ですね。 

 じゃあ、どれをするかって。じゃあ、委員長

が、いやもうすぐしたいと。議会改革特別委員

会で基本条例についてはどうしますかって。基

本条例については、もう本当は、私たち、記憶

じゃありませんけれども、自民党さんはあんま
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り前向きじゃなかったんじゃなかったかな。違

うとかな。（委員成松由紀夫君「前向きじゃな

いですよ」と呼ぶ）なかったろ。（委員成松由

紀夫君「うん」と呼ぶ）だけんで、きょうは本

当に、前垣委員言われるように、きょう、私、

一歩前進だと思うんですよ。一歩前進だからこ

そですね、今、成松委員の――（｢前進です

か」と呼ぶ者あり）前進ですよ、それは。成松

委員の発言の中で、基本条例にそれ盛り込めば

よかっだろうがっていうことですけんでから。

前進も前進ですよ。これもう物すごい前進した

と思う。だから、それについては、真剣に捉え

ていいんじゃないですか。 

○委員（亀田英雄君） やり方についてはいろ

いろあったかもしれんけど、一応決定した事項

について、その内容についてふぐあいがあった

という話じゃなかですか。（｢そうそう」｢そう

です」と呼ぶ者あり）なら、そればどげんかし

ようという話ばすればよかだけのことであっ

て、その方向で話ば進めてもらえればというふ

うに考えます。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、御意見ありまし

たけれども、私もですね、この間、決をとりま

して、これが八代市議会の申し合わせ事項とし

て運用されるということになりましたので、そ

の後、何かふぐあいがあればですね、皆さん方

に御協議いただきたいというようなこともです

ね、前回の会議の中で話をしてましたもんです

から、まあ早々なんですけれども、ふぐあいが

出たということで、今回御提案をさせていただ

いてるということでございますので、それにつ

いて御協議いただければというふうに思いま

す。 

○委員（古嶋津義君） 私は当初から、ちょっ

とそぐわんとじゃなかねという発言をしており

ました、私の経験からですね。その中で、あっ

ちこっち見てみますと、議会基本条例の中でう

たい込めば何とかいいのかなという話がござい

ました。先ほど山本委員からもありましたよう

に、私ども自民党会派でも、議会基本条例のあ

っちこっちんとをとりまして、皆さんにお配り

して、自宅でちょっと勉強させて、この次はみ

んなで勉強会をするわけでありますけれども。

その辺までいって、議員の皆さんには、そうい

うことで、縛りかけとかぬば、今度のあれはち

ょっと、やっぱり費用弁償の部分でおかしいん

じゃないか、そういう発言をしましたので、先

ほど訂正がありましたように、やっぱり少し議

運という場は慎重に、もう少しやっぱり、全会

一致を基本にしてされたほうが、私はいいんじ

ゃないかなと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（前垣信三君） 済いません、確認で

す。前回の委員会のときに、例えば意見を述べ

たいという請願・陳情人がおった場合に、それ

の許可と言いますか。それは所管の委員会なり

で話をして決めるという話を確認したかっです

が、それでよろしいんですかね。 

○委員長（野﨑伸也君） ３ポツの意見陳述書

の手続のところにですね、付託審査前に開かれ

る委員会において、その要否を決定するという

ふうになってますんで、そのとおりです。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今、いろいろ

と御意見出していただいておりますけど、そう

いった中で、基本的なそもそも論といいます

か、その辺のところを１つ増田のほうから説明

を１件させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） 何についてですか。

（発言する者あり） 

○議会事務局長（東坂 宰君） 請願・陳情を

希望される方のですね、発言について、それが

基本的にどういうものなのかというものを含め

ましてですね、基本的な部分、そもそも論とい

いますか、その辺のところを少し、今、説明が

必要なのかなと少し思ったもんですから。 

○委員長（野﨑伸也君） 今のところはないと
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思います。（発言する者あり）済みません、先

ほども言いましたけれども。（委員成松由紀夫

君「発言させたらいいじゃないですか」と呼

ぶ）いや、それ委員長の裁量ですから。（委員

成松由紀夫君「裁量、裁量って何でも強引に進

めればもう」と呼ぶ）いや、強引じゃなくてで

すよ、だって、今の議論の中で必要か必要じゃ

ないかを私が決めるもんですから。（委員成松

由紀夫君「大したもんだ」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 委員長、さっきから何

遍も言うとるごとですたい、議事進行してくだ

さい。きょうの会議の目的に、そっから全然、

外れる話ばっかじゃなかですか。 

○委員（古嶋津義君） 今、大事な議論だと思

いますが、委員長、副委員長だけでなくて、私

は委員会で採決をしなければいけないのかなと

いう判断ですが、その辺のところを少しお聞き

しますが。参考人招致についてですね。意見陳

述について。 

○委員長（野﨑伸也君） 意見陳述について―

―。古嶋委員、もう一回よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） 意見陳述について、委

員長、副委員長が許可をするんじゃなくて、委

員会に諮ってそこで採決を諮るとじゃなかった

のかなと私は思うんですけど、その辺のところ

はどうなってますか。事務局が詳しいですか

ら。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今の件につき

ましては、そういう御希望があった場合には、

該当する委員会で協議をされて、委員会で決定

される。これは意見陳述をしていただきましょ

うと。これはそこまでの必要がないんじゃない

かというのは委員会で決定されるというふうに

思います。（委員山本幸廣君「この前、そやん

申し合わせしたろが」と呼ぶ） 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

 それでは、先ほどから何回も言ってますけれ

ども、ふぐあいがありました部分について、今

回、皆さん方に御提案をしております。６ポツ

の意見陳述者への実費弁償について、希望した

場合は支給しないとしておりましたけれども、

参考人招致制度にのっとっていけば、意見陳述

者についてはですね、支給しなければならない

ということに変更していくということの文言等

についてですね、皆さん方から御意見をいただ

きたいというふうに思います。 

 ございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） その実費弁償はも

う、発言される方にはもう全部、もれなく配ら

んといかんということでしょう。それを配らん

でよいというのが配らんといかんってなった場

合に、そこの発言したいという人でしゃべる人

には全部配るわけですか。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか、よ

ろしいですか。（｢事務局、事務局」と呼ぶ者

あり） 

○議会事務局長（東坂 宰君） そこは先ほど

申しましたように、委員会で決定されますの

で、委員会で決定されて発言をしてくださいと

いうことになれば、全部支給することになりま

す。 

○委員（成松由紀夫君） 全部支給。 

○議会事務局長（東坂 宰君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 発言した者は。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 発言した者。 

○委員長（野﨑伸也君） 委員会がストッパー

になるというところでございます。 

 ほかにございますか。 

○委員（亀田英雄君） 払わんばいかんとな

ら、払わんば仕方なかっじゃなかですか。で、

そればどっかに定めんばんという話だと思いま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。よろしいですか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほど来からです
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ね、いろいろとストッパーの部分がですね、多

分気になってられる御意見ちゅうか質問等があ

りましたけれども、先ほどもありましたとお

り、全ての方がですね、常任委員会等で意見陳

述できるというようなことではございません。

何回も言いますけれども、委員会で皆さんがそ

れを決めるということになりますんで。そこの

部分はですね、皆さん御理解をいただければと

いうふうに思います。 

 それでは、６ポツの意見陳述者への実費弁償

について、ほかに御意見・質疑等なければ、現

行条例に沿って費用弁償を支払うことに御異議

ありませんかというようなことでいきますけれ

ども、御異議、質疑等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） これは採決なり何な

りやるんですか、この件について。そもそも反

対なもんだから、この辺の部分的なものに賛成

しても、賛成したろうがって、後から言われる

気のするもんだけん。 

○委員（亀田英雄君） そもそもに反対、――

今から戻すものじゃないって言わんだったです

か。（｢うん、言うたよ」と呼ぶ者あり）だけ

ん、それはおかしかっじゃなかですか、今の話

は。することについては賛成だけん、その話を

しましょうっていう話だったから私は、そげん

した話にのってきたとですよ。そもそも反対論

っていう話なら、全体が覆す話じゃなかです

か。そんな話はもうやめましょうよ。そんな話

なら前提が違う話ですから。 

○委員（成松由紀夫君） いやだから、委員会

としてはそう決まったという話で、いまだにや

っぱり、この制度については私はやっぱり反対

だから、なかなか賛成の意思は示せないと。そ

ういう場合は棄権でもいいんですか。反対して

もいいんですか。賛成せろと、それは強引に言

われるものじゃないでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 今の御意見に対し

て。 

○委員（山本幸廣君） 成松委員の発言の中

で、テープを起こしていただければすぐわかる

と思うんですけども、それはもう亀田委員が言

われたように、成松委員が発言されておりま

す。されとる。（委員成松由紀夫君「何をです

か」と呼ぶ）はっきり言ってから、基本的には

これは賛成ですっていうことでですよ。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや、決めたも

のは尊重しますってさっき言った部分でしょ

う。 

○委員（山本幸廣君） うんうん、そうそうそ

う。それをしっかりしとかんと。 

○委員（成松由紀夫君） しとるけん賛成とい

うことじゃないでしょう。 

○委員（山本幸廣君） 賛成って言うた、さっ

き。 

○委員（成松由紀夫君） 決まったものは尊重

するとしか言うとらんですよ。 

○委員（山本幸廣君） んねんね、違う違う。

言うた。 

○委員（成松由紀夫君） 反対しないものであ

るがと言うたんです。テープ起こしたらわかり

ます。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。言

った言わないは、今すぐはあれなんですけれど

も。 

○委員（成松由紀夫君） 揚げ足とられたっち

ゃ。 

○委員（山本幸廣君） 何が揚げ足か。言うた

っだけんでから。 

○委員（成松由紀夫君） 反対するものではな

いって言うただけで、賛成ですとは言うとら

ぬ。 

○委員長（野﨑伸也君） 委員長として今──

よろしいですか。整理しますよ、整理します

よ。（発言する者あり）静粛に。よろしいです

か。 
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 賛成しないというような御意見があれば、最

終的には採決をとらなきゃいけないというふう

にはなってますんで、とらないかぬというふう

に思いますが。先ほどから言ってますとおり、

決まった申し合わせ事項について、文言等の修

正を行いたいという御提案をさせていただいて

いますので、それについてはですね、御理解を

いただきたいというふうに思います。 

 よろしいですか。ほかに御意見ございません

か。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。この

趣旨は、広く門戸を開きたいと、委員長が何回

も言うとですが、そこにあっとですけん。そし

て、あと、ストッパーもいろいろあるとですけ

んが、まずは開かれた議会を目指すやり方とし

て取り組んでみることが大事だと。 

 で、基本条例についてもいろいろ申されるん

ですが、形があってそこに入れるのか、申し合

わせを全部集めたつが条例になっとか、その辺

はまだ、みんなで決めたもんじゃなかじゃなか

ですか。形がなからば決められんっていう話じ

ゃなくて、いろんな申し合わせの中で議会をし

よるだけのことであって。それを１つにまとめ

れば条例になるわけだけんが。基本条例ってそ

んなものでしょう。条例がなからば何もかんも

運用できぬっていう話じゃなかっですけんが。

いろんな申し合わせの中でそれをつくっていけ

ばよかっですけん。というふうに私は思いま

す。 

 含意は、開かれた議会を目指して、いろんな

市民の意見を広く聞きましょうという話ですけ

ん、費用弁償を払う払わぬっていう話じゃなく

てですたい。というふうに考えますので、御理

解いただきたいなというふうに思います。 

○委員（成松由紀夫君） 意見です。先ほどか

らいろいろ話をしていく中で、いろんなそれぞ

れの受け取り方が違うようですが、前垣委員が

言われた議会基本条例については、自民党的に

も進んだんじゃないんですかというような話も

ありますが、議会基本条例についてもですね、

まだまだ、うちの会派も、私自身も、熟議が必

要だということで、何らまだ進展は、今から勉

強するという段階でありますので、それは理解

していただきたいというのと。 

 それと、この件についても、市民に門戸を開

くという部分の話は、一部理解はできますけれ

ども、それについてはまだまだ、そもそもこの

制度についての意見もありますし、それぞれの

ですね、やっぱりイデオロギーの問題であった

り、いろんなものの絡んでくると危惧する部分

もありますので、私は私の判断をさせていただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

○委員（中山諭扶哉君） 改めてですね、今回

の議題の変更点の内容をちょっとまとめてもら

ってよかですかね。（｢どこにあっと」と呼ぶ

者あり）一番最後に──。 

○委員長（野﨑伸也君） 皆さんお手元にある

かと思います。申し合わせ事項の６ポツ、意見

陳述者への実費弁償について、以前、御提案、

御決定いただいたものについては、請願者など

がみずから意見陳述を希望した場合は支給しな

いというふうにしております。それを、参考人

制度を活用しているというふうなことがござい

ますので、意見陳述者については実費費用弁償

を支給するというような項目に変更するという

ことでございます。 

 中山委員、よろしいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） 金額についての６番

の部分についての修正ということで。 

○委員長（野﨑伸也君） 金額はございませ

ん。こないだからあった２２００円ですね。 

○委員（成松由紀夫君） 最後に１個だけ。最

後です。 
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 例えばこれを修正して、その部分で運用して

いくとしますよね。まあ委員長が運用するって

いうことで前向きだから。そのときに何らか、

各常任委員会なり何なり、現場で支障が起きた

ときは、また即座にでも申し合わせ事項は変え

れるということでよかっですね。それは確認し

とってよかですね。 

○委員長（野﨑伸也君） もちろんです。これ

までもですね、何個かですね、申し合わせ事項

をですね、御提案させていただいた部分があっ

たかと思いますけれども、それについてふぐあ

いがあった場合は、直ちにその議論をですね、

しましょうということも、議論の中で話をさせ

ていただいておりますので、それは御心配なさ

らないようにしていただきたいというふうに思

います。 

 よろしいですか。（発言する者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、るる申し

ましたけれども、費用弁償を支払うことに異議

はございませんか。 

（｢異議あり」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） ありということでご

ざいますので、それについては採決をとらさせ

ていただきます。 

 現行条例に従って、費用弁償を支払うことに

御異議ない方、挙手願います。（｢賛成」と呼

ぶ者あり）賛成の方か。賛成の方、挙手願いま

す。現行条例にのっとって、費用弁償を支払う

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（野﨑伸也君） 賛成多数ということ

でございます。そのように決しました。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、確認ですが、

これはいつからすっとかな。 

○委員長（野﨑伸也君） これは――。 

 次の議会に間に合うかな、申し合わせ。一

応、委員長案なんですけれども、腹案なんです

が、次の議会がもう始まりますが、そのところ

からもう進めていきたいというふうに思います

し、全員協議会の中でですね、議会運営委員会

の中の、この議長から諮問されている議会改革

の経過については報告をしたいというふうに思

ってましたので、次回の議会からはもう運用を

していきたいというふうには思っております。

（｢６月」と呼ぶ者あり）３月です。３月で

す。 

 よろしいですか。（｢了解しました」と呼ぶ

者あり） 

 それでは、次、２番目、政務活動費の使途基

準などについてですけれども、会派控室の設置

について協議をしていきたいというふうに思い

ます。 

 前回ですね、１から４は御提案をしてました

けれども、経費のかからない第２案を中心にで

すね、各会派で御協議願いたいというようなこ

とがございました。２点目については、いつか

らやるかというようなこと。３点目、現行の事

務所費をどうするかというようなことで、会派

のほうに持ち帰っていただくということでござ

いました。 

 その件について、まずは自民党のほうからよ

ろしいですかね。 

○委員（古嶋津義君） うちは結論として、第

２案ということです。 

○委員長（野﨑伸也君） 第２案ですね。 

○委員（古嶋津義君） ただ、それにも書いて

ありますように、うちのほうがちょっと狭いの

かなという思いがありまして、その辺のところ

は配慮をお願いをしますと。 

○委員長（野﨑伸也君） 第２案で、自民党が

狭いと。（発言する者あり） 

○委員（古嶋津義君） ああ、済いません、第

４案です。鏡支所。 

○委員長（野﨑伸也君） 第４案。 

○委員（古嶋津義君） 鏡支所の中で、その中

で少し狭いから。第２案は貸し事務所。 
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○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、済みませ

ん。（｢２案でしょ」と呼ぶ者あり）鏡支所は

第２案。第４案はですね、事務所費の補塡の関

係です。 

○委員（古嶋津義君） なら、うちは第２案で

すね。ただ、狭いからということがありまし

た。そして、今の事務所費のそれまで話せば、

この前、亀田委員が何か改選まで契約しとっと

がっていう話のあったろう。それで改選後にし

たらどうだろうかという話がたしか。 

○委員長（野﨑伸也君） 改選後ですね。 

 古嶋委員のほうから、――自民党案でよろし

いですか。皆さん聞きましょうか。（発言する

者あり）よろしいですか。自民党案でよろしい

ですか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 今、第２案のほうで行きたいとして、ちょっ

と自民党のほうが狭いんで、そこを考慮してく

れぬかというお話がありました。で、時期につ

いては改選後からというような、――改選後か

らやる。済いません、確認ですけど、改選後に

ここでやる事務所っちゅうか、会派室をつくる

ってことでよかですか。 

○委員（古嶋津義君） というのが、この前、

ちょっと亀田委員から、いつまであっとかいっ

て尋ねましたら、契約がその辺だったもんで。 

○委員長（野﨑伸也君） それまでは、じゃ

あ、今のスタイルでやろうよっていう、つくら

んでっていう話ですね。わかりました。 

 山本委員、よろしいですか。（発言する者あ

り）わかりました。山本委員、済みません。 

○委員（増田一喜君） 前回聞いてたんやけ

ど、うちのところがこうなって、２案でいくと

すると、少し狭いんじゃないかって。壁いっち

ょ取り外すってそやんとの経費はどのくらいか

かっとかいっていうような、ちょっとお尋ねば

しとったみたいだったけれども、そやんとはど

うですか。 

 うちとしては、少し狭いかなと思って、もう

ちょっとスペースが欲しいという希望があった

んですけど、壁一つ取るのに。（発言する者あ

り） 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員言われたの

がありましたね、たしか。私は増田委員に直接

それをお伝えくださいというようなことでお願

いをしました。（｢聞いてない」と呼ぶ者あ

り） 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 前回の委員

会の中で増田委員のほうから、広さはですね、

壁を少し調整できないか、改修費用等幾らかか

るのかというお話をいただいておりました。今

回ですね、６部屋ですね、あく予定になってお

りますけども、現在、議会事務局の総務係がお

ります部屋は、もともと正副議長室ということ

になっておりましたので、現在、北側に議長室

を配置しておりますけども、このような形にな

った場合は、正副議長室はもとの場所に戻すと

いうのが事務局としては想定しておりますの

で、なかなか２間続きという部屋がとりづろう

ございます。洋室と和室だったり、給湯室と図

書室だったりといったことでですね、なかなか

現実的には難しいのかなというふうに考えてお

りますが、壁の撤去費用については、やり方次

第ですが、前回の事務局と旧事務室の壁を取り

払って、いろいろと化粧したりする経費で数十

万から１００万程度ということで、やり方次第

だとは思っております。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） ということは、２間続

きでできないということは、議会事務局総務係

ちゅうところと、今、議長室って北側にあるで

すよね。あれを入れかえるちゅうことですか、

もとに返すということですか。入れかえて、結

局どこにっていうのはないんでしょうけれど

も、自民党が、今、議長が使っている議長室、

北側の３１.２平米ですか、そっちのほうの部

屋を使うという意味だったっかな。何かそんな
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ふうにとれたんですが。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 正副議長室

は、事務局としてはですね、本来のところに、

それ相応のですね、つくりというか、なってお

りますもんですから、本来であれば、戻すべき

かなというような考えを持っているというだけ

でありまして、最終的には、各委員さん方でお

決めいただくことでございます。 

○委員（増田一喜君） そうすると、３４平米

から３１.５、また狭くなるというような雰囲

気になるばってん、まあ、考えさせてもらわん

ば。 

○委員（成松由紀夫君） それは事務局の考え

であって、後は代表者会で決めるっちゅう話。

（｢そうです、そうですね、後はやってみらん

ばわからん話だけん」と呼ぶ者あり） 

 今団長が言われたとおりの、ほぼ流れなんで

すけども、できればこちらこそ少し急いでほし

いなと。時期は。 

○委員長（野﨑伸也君） 改選後じゃなくて。 

○委員（成松由紀夫君） うん。やっぱり不自

由ばしとっとですよ。で、先々見込んでいけ

ば、改選後、じゃあ改選してからすぐ臨時議会

だ何だかんだっていうのを今までの大体スケジ

ュールを考えると、この後入られる議員さんに

しても、常に招集招集でいろいろあるでしょ

う。ってなると、そのときにはもうある程度ス

タンスが決まっとけばいいのかなというのがあ

るので、できれば、でき得る限り急いでほしい

なと。あとは大筋変わりません。団長が言われ

たとおりです。 

○委員長（野﨑伸也君） 済みません、確認な

んですけど、古嶋委員とちょっと、会派違うけ

んですね、というのはわかるんですけれども。 

○委員（成松由紀夫君） でき得る限り。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、どやんで

すか。 

○委員（古嶋津義君） 僕は改選後でよかった

ろうと思うとっとですよ。（発言する者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました、は

い。 

○委員（古嶋津義君） それともう１点は、嶋

田次長が言うたごと、ここは（聴取不能）おり

ますもんですから、強度を損なわないようにで

すね、お願いします。（｢強度、強度」｢ああ、

耐震がね」と呼ぶ者あり） 

○委員（山本幸廣君） あの山本案のとおりで

す。未来は。 

○委員長（野﨑伸也君） 山本案ですね。 

○委員（山本幸廣君） ２案です。（発言する

者あり）（笑声） 

○委員長（野﨑伸也君） 山本委員、時期はど

うしましょうか。 

○委員（山本幸廣君） 時期ですか。もう古嶋

前議長と同じ考えです。 

○委員長（野﨑伸也君） 改選後。 

○委員（村上光則君） 第２案の、これが一番

いいんじゃないかと思います。お金もかからな

いから。そして、もうせっかくだけん、もう改

選後は、数もまだ、減ってくるというふうに感

じておりますから、減ってくれば、また部屋の

つくりもまたいろいろ変わってくるんじゃない

かなというふうに思いますから、改選後でお願

いします。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。第２

案、改選後。 

○委員（前垣信三君） ２案で、改選後でいい

と思います。 

○委員（亀田英雄君） ２案で改選後でお願い

したいと。改修はもう６月議会ぐらいから取り

組んでいただければ、間に合うっじゃなかです

か。改選後に支障なかような取り組みばしても

らえばですね。というふうに考えます。（発言

する者あり）自民党代表に御配慮いただいて、

改選後ちゅうことで。 

○委員長（野﨑伸也君） 改選後ですね。 
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○委員（亀田英雄君） 改選後にお願いした

い。 

○委員（村川清則君） 同じです。 

○委員長（野﨑伸也君） 中山委員はよろしい

ですか。 

○委員（中山諭扶哉君） 異議なし。 

○委員長（野﨑伸也君） 今お示しいただいた

ものでいけば、第２案というのは間違いない。

鏡支所庁舎３階のほうですね、やっていくとい

うことでございます。 

 時期については、改選後というのが多数だっ

たかと思いますけども、成松委員、どやんでし

ょう。改選前がよろしいですか。今、改選後と

いうのが大分多かったですけれども。 

○委員（成松由紀夫君） ま、できればで。 

○委員長（野﨑伸也君） できればというこ

と。 

○委員（成松由紀夫君） だから、改選後だ改

選前だっていうことではなくて、でき得る限り

早いほうが不便が──。 

○委員長（野﨑伸也君） 設置したほうがいい

よっていう。 

○委員（成松由紀夫君） 不便な思いが解消さ

れるなちゅうこと。 

○委員長（野﨑伸也君） 改選後スムーズにと

いうことですよね。はい、それはわかりまし

た。 

 それでは、まずは鏡支所庁舎３階のほうに、

会派控室を設けていくっていう方向性でよろし

いですかね。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） あと時期について

は、改選後でありますけれども、できるだけ次

の改選にもたつかないようにですね、やってい

ただきたいというようなことでございました

が、よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、もう１点

ありました。現行の事務所費についてはどうす

るかというようなことでございますが、これに

ついて、皆さん方から御意見等いただければと

いうふうに思います。 

 今、政務活動費のほうでですね、議員の皆さ

んが支払いをしていただいてるという部分にな

りますけれども、これを改選後までどうするか

という話ですけれども。 

 何か御意見ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 実際ですね、先日内容

ば聞いてみたら、１人当たり毎月２万ぐらいか

かるような話をしよりました、経費として。

で、３万のうち１万しかないと。今、出しよる

けんですね。そうなるとあれかなと。できれ

ば、何かもう少し研修とかいろいろ視察とか使

わるる金が出ないかなというふうな思いがあっ

とですよ。で、何かお知恵がなかかなというふ

うに思っております。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。今、政務活

動費のほうで事務所費を払っているというよう

な状況があるということでございますので、そ

の点について皆さん方から御意見をいただきた

いということでございますが。なかなか研修費

用とかですね、少なくなってきてるということ

でございますが、この点については何かござい

ませんか。 

○委員（村上光則君） 政務活動費ででくっと

なら、それが一番よかっでしょうけど、それぞ

れの会派が必要となれば、それは自分たちで実

費で出してでも借りてせんとしょんなかじゃな

いですかね。私はそう思います。 

○委員（亀田英雄君） 多分ここに書いとっと

はですね、今、検討しよっとは、政務活動費で

補うものか、要は会派控室というとは行政負担

で賄うという考え方があるもんですからという

話だったと思うとですよ。で、その辺につい

て、何か手当があるのかという部分について、

何か妙案はないかなという話なんですけどね。 
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○委員長（野﨑伸也君） どうですかね、皆さ

ん。 

○委員（亀田英雄君） それはもう皆さんの意

向に従うまでですが、何かないかなと。 

○委員（古嶋津義君） うちのほうは、もう政

務活動費で全部、改選までは対応していこうと

いうことにしとります。少し窮屈ではあります

けれど、そういう思いをこの前、うちの会派に

は話をさせていただきました。 

○委員（成松由紀夫君） 今、団長が言われた

とおりの状況であるんですが、結局、役所内に

あればよくて、役所から出とる分の会派事務所

というか、になると、なかなか対応がどうなの

という状況だと思うんですよね。 

 ただ、ほら、今、ほかの、執行部の課でも、

貸しビルに入っとらしたり、やっぱりいろいろ

臨時的な措置もされとるような部分があるの

で、そこはまた、事務局と正副委員長あたりで

また少し、何か、今、亀田委員が言われる妙案

があるのかないのかを少し精査されたらどうで

すかね。 

 できるのか、――いや、それは議会はできな

いんだよ、役所から出たら、それは政務活動費

で対応してくれっていうことであれば、もうう

ちは政務活動費でいく腹はあるので。ただ、や

っぱりそれぞれ、何かいろいろと不自由しとる

思いもあるからですね。そこを何か妙案がとい

うのは、多分そういうことじゃないかなと。我

々もそういう妙案が何か提示されれば、また考

えていきたいなという気持ちはあります。 

○委員長（野﨑伸也君） そもそもなんですけ

れども、地震によってここに議会が移ってきた

ということがありまして、議会の中に大体は執

行部ちゅうか、会派室をですね、提供しなきゃ

ならないというようなことがあったんですけれ

ども、それができてないというような状況の中

で、じゃあ、今の、それに代替する案として事

務所を借りてください、その事務所費について

は、政務活動費を使われても大丈夫ですよとい

うようなことで、今行っていただいてるんです

けども、それが今後できるのが、先ほど決めて

いただいたように改選後ぐらい、改選前ぐらい

ですかね。というようなことでお決めいただい

たんで、その間を、じゃあ政務活動費でそのま

ま支出していくのが適当かどうかと、自分たち

の本来の政務活動費の使途の使い道からすれば

どうなんだというところを皆さん方からもう少

し議論、御意見等をですね、いただければなと

いうふうには思うんですけれども。 

 どうですか。 

○委員（山本幸廣君） 要は、前回の委員会で

事務局サイドの発言の中ではですね、説明の中

では、会派が事務所を持ってるところは４会派

だったかな。４会派だったよな。それについ

て、光熱費からずっと計算をされた中での報告

まではですね、お聞きしながら、その後、判断

をしてほしいということでしてもらって。そう

いう中で、今の発言が出とると思うんですけど

も。 

 これをもし議会費の中からですね、助成をす

るということになればですね、もう予算要求

の、もう定例会ですけど、ほとんど終わってし

まって、もう製本はでけとると思うんですよ。

その中でうちの予備費でするのか、何でするの

かというのは、今の発言の中では検討してい

く、そこまでしかこれはないと思うんですよ

ね。 

 ただ、どれぐらいいるのかということで、４

会派以上の方々が、以上の会派がもし事務所を

借ったときに、それをどうすんのかということ

までですね、考えて議論をしなければいけない

と思う。と私は思うんですよ。 

 そこらあたりについて、本当に助成をするな

らば、するようにですね、概算的な問題もある

し、そしてまた、各会派の意向も聞きながらで

すね、こういうことで助成することになりまし
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たと。例えばですよ、となれば、会派が、いや

うちもここの鏡の近くにちょっと借りたいです

と、借りることになりましたというのは、それ

もまた対象になるわけでしょう。ならないけな

いわけですからですね。それがどれだけの会派

になるかということで、それは事務局サイド

で、きょう、この委員会でどういう方向にいく

かわかりませんけども、その議論の中で、私は

しっかりした議論をしてみたらどうかなという

ふうに思います。そこまで考えた中で議論をす

る。助成をするならば、助成をする。政務活動

でいくなら政務活動で、今まででする。どっち

かで、今の意見、発言の中でですね、委員長が

取りまとめていただければなと思いますが、い

かがでしょうか。 

○委員（増田一喜君） 政務調査費、今は政務

活動費ですね。政務活動費はもともと事務所に

は使っていいというふうになってたはずですよ

ね。ただ、今言ってるのは控室をどうするかだ

から、控室を事務所の中に兼用としておいて、

事務所費じゃなくって、控室用の費用として、

活動費を、事務所を借りてるからそこにのせて

くださいというのかでしょう。 

 我々としては、できればそれは別問題になっ

てくると、事務所は政務活動費で借りても、控

室としてっていうたら、控室のほうが欲しいな

ちゅうことだから、それを持ってくれば事務所

費は要らなくなるよねという部分があっとです

よね。 

 そこらあたりをきちんと分けていかないと、

何か事務所、事務所って言いよると、ごっちゃ

になってくっとですよね。控室だったら控室ち

ゅう呼び名で、控室をどう補塡するのか、それ

とも、もう事務所をもともと借っとったとこに

控室って持っていっていいですよという話なの

か、そこがちょっと、今ごっちゃになってきと

っとですよね。 

○委員（山本幸廣君） 今の増田委員の発言の

中で、私の発言はごっちゃじゃなか発言したと

思うんですけどでもですね。というのは、控室

は何も政務活動費要らないんですよね。（｢要

らないでしょう」と呼ぶ者あり）要りませんで

すよ。何も要らないわけですから。 

 事務所をつくったときの政務活動費で、費用

で事務所経費を充てておるから、それに政務調

査の活動するのにですね、政務活動費からそれ

を負担するということをもう少し軽減して、そ

して、はっきり言って、今、地震・災害等で事

務所を借りとる会派の事務所については議会の

ほうから手当をしてほしい、助成をしてほしい

と、そういう一つの考え方で皆さんが今発言を

しておると思うんですよ。私もそういう発言を

今しとるわけですから。増田委員とはちょっと

異なっていますけどですね、考え方はですね。 

 委員長、それ、諮ってください。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。整理しますけ

ど、控室っていうのが提供できないもんですか

ら、外にどやんかしてくださいよっていうこと

で、今、事務所を借りてらっしゃるとこがある

ということですんで、そういうふうに理解して

いただけると。で、その事務所費について、じ

ゃあどうするのかっていう今話なんですよね。

今出てるのが、そこまでですね、議会費でです

ね、出せるのかどうかっていう話、出す方向性

でいくのか、改選後ですかね、改選前ぐらいま

でに出していくのかっていう話か、政務活動費

で今までどおり、現行でやってくださいよって

いう話をするのかっていうことで、今、皆さん

方にお諮りをしてるとこなんですけれども。 

○委員（村上光則君） それは政務活動費で補

っていったほうがよかっじゃないですか。ちょ

っと窮屈な面が出てくっと思いますけれども。 

○委員（村川清則君） 地震のせいで控室が持

てないから、ちょっと役場から場所変えてとい

うことですけども、法的にどうなのかっていう

ことと、監査から指摘受けないのかっていうこ
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とをちょっと聞きたいんですけど。 

○委員長（野﨑伸也君） 村川委員、事務所費

を議会から出した場合、監査かなんかにひっか

からんかっていうところですね。 

○委員（村川清則君） そうそうそう。そうで

す。 

○委員長（野﨑伸也君） 局長、どやんです

か。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 即答しかねま

す。確認をさせていただきたいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 多分そうだと思う

し、要は控室と――、事務所ちゅうのはそもそ

も個人で持っとらす場合もあれば、今たまたま

控室がないけん、外に出てどうするのっていう

話なんで、そこは少し執行部と正副委員長で整

理してまた、こういう状況でこうですよってい

うとは提案してもらってもいいと思うんですよ

ね。大体皆さんの意見はそれぞれわかんなった

ろうし。聞き取りもしなったでしょう。 

 そうせんと、これまた、何だかんだ、選挙も

始まれば、金にまつわる話なんかみんなね、ぴ

りぴりしてくるから、やっぱりその辺はしっか

り調べてもらって、今即答しかねますみたいな

話もあるからですよ。そこ整理しといてくださ

い。それでいいと思いますけど。何か決とるん

だっけ。 

○委員（増田一喜君） それとですね、事務所

じゃなくて今度は、控室と言うたら、今度は借

りるとなれば、スペースの問題も出てくると思

うたいね。まあ、どうせ補塡してくれるんだっ

たらば、もうちょっと広目のとか、そぎゃんこ

とも出てくるかもしれんから、そこあたりの、

やっぱり、それこそ申し合わせでどれぐらいの

人数になったら、どれぐらいのって、それぐら

い借ってくださいみたいな、ある程度のもとに

なるようなところが、もしそういう話になれ

ば、それも考えておかないと。結局、余分なス

ペースまで余計なお金払わないけぬという形に

なるかもしれん。なかなかこれも難しいかなと

は思うけども。 

○委員（古嶋津義君） まだ、地震から復興復

旧の途中でありますので、やっぱり市民に予算

要求はいかがなものかと思いますので、ここは

もうきつかですけど、改選までは政務費で対応

したほうがいいのかなと私は思っております。

私どもも、別に自分の懐から政党助成金、年に

１２万は払っておりますので、きついですけ

ど、視察等も控えて、それに対応していかんば

いかぬとじゃなかかなと、私はそう思っており

ます。 

○委員（亀田英雄君） 皆さんの意見に従わば

んとですが、発言した趣旨はですね、控室とい

うのは、やっぱり、一番初めに話したと思いま

すよ。行政のほうから用意するものだという確

認がとれたものですから、それならば、何らか

のあれはなかかなと。満額払っていただかぬで

も、――私が最初に曖昧に申し上げたもんです

から、そのようなことを重ねて申し上ぐっとで

すが、全額いただかんでもですね、行政が出す

べきものならば、それなりの補助率を下げてで

もですよ、補助金という形でもでけぬとかなと

いう思いがあったもんですから、発言させてい

ただいた次第です。 

 皆さんの意向に従います。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、亀田委員言われ

たとおりだと思います。会派室っていうくくり

についてはですね、事務局っていうか、執行部

のほうで提供するっていうのは認識がですね、

確認とれてたっていうのがありまして、そこか

らの議論だったというふうに思いますんで。 

 今、成松委員からは、もう少し時間ば置いて

っていう話があったんですが、ただ、政務活動

費の関係が絡んでくるもんですから、ちょっと

早目にはですね、そこは進めたいなというのが

あるんですよ、意図的にですね。 

 で、今、古嶋委員からは、申しわけないとい
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うか、考え方的にですね、今現行どおり政務活

動費でやっていくべきだというような御意見が

ありました。村上委員からもそういった話もあ

ったかと思います。 

 ほかに皆さん方からアイデア等あればです

ね、お聞きしたいんですけれども。ございませ

んか。 

 なかなか、今の時期からの予算要求というの

も厳しいもんがあるのかなというような思いも

するんですが。まあ、できないものではないと

は思いますけれども。 

○委員（山本幸廣君） いろんな角度からこの

問題についてはですね、やっぱり助成をすると

いう立場に立ったときのことを考えればいいん

ですよね。 

 今、増田委員も言われたように、じゃあ平米

数でいくのか、１会派に、１議員に対して、ど

れだけ助成するのかという、角度をずっと変え

ればたくさんの問題が出てくると思うんですけ

れども、最終的に、亀田委員も皆さんに従うと

いう御意見出ましたので、先ほど来の報酬等審

議会じゃありませんけども、あの文言等をずっ

と一句一句ですね、理解をする中で、そういう

状況であればですね、やはり、村上委員の発言

もありましたし、古嶋委員の発言もありました

が、今回については、何カ月かという状況であ

りますので、事務局サイドにもあんまり心配か

けないためにも、そしてまた、理解を亀田議員

もしていただければですね、委員長よろしかれ

ば、政務活動費で事務所については計らうとい

う状況でお願いしていただければなと思います

が、いかがでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か、御意見。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 出尽くしたようでご

ざいますので、それではですね、現行事務所費

の関係についてですが、改選までの間、政務活

動費のほうで支出をしていただくというような

ことで御異議ございませんか。よろしいです

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしというこ

とで、そのように決しました。 

 それではですね、第２案の庁舎のですね、配

置の関係については、事務局のほうと打ち合わ

せをさせていただきながら、改選前あたりぐら

いですかね、改選後というような話がありまし

たけれども、そこら辺のところで、部屋割りの

ほうも代表者会議のほうとか、そちらのほうで

諮っていただくというような方向で進めていき

たいというふうに思います。 

 それではですね、お持ち帰りいただいてる部

分について、費用弁償、会議出席費用弁償の見

直し、連合市民クラブから提案させていただい

ております部分、廃止案と変更案２つ提案され

てる部分がございました。 

 あと、管外行政視察の見直し、視察成果の反

映、こちらについては改革クラブで提案いただ

いております。 

 あと、議会のＩＣＴ化ということで、連合市

民クラブから出させていただいてる部分がござ

います。 

 これ３点とも持ち帰って協議をしていただく

ということになってますんで、きょうは時間が

ございませんので、また次回の議会改革の話の

中でですね、その方向性について各会派の話を

聞かせていただきたいというふうに思います。 

 それでは、本日の議会改革に関する協議はこ

の程度にとどめたいというふうに思いますが、

御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 申しわけございません、次回の開催日につい

て、御協議したいと思いますが、取り決めでは
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ですね、定例会月を除く毎月第１及び第３木曜

日となっております。次回については４月６日

となっておりますが、いかがいたしましょう

か。 

 ４月６日。（｢４月６日」｢木曜」｢行きます

よ」｢万難を排して」と呼ぶ者あり） 

 はい、それでは、次回の議会運営委員会の開

催日は４月６日木曜日とすることに御異議ござ

いませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 お持ち帰りとなっていました項目について

は、次回の会議までに意見集約のほうをお願い

いたします。 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） 次に、大項目３その

他について何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なければ、以上で議

会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時５６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年２月２０日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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